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I はじめに

ドイツ企業会計を改革するための会計法現代化法 (BilMoG)が2009年 5月に施行されて商法

典 (HGB)が改正されることになり， 2010年 1月開始の事業年度から適用されることとなった。

BilMoGは，当初， 2009年 1月から施行の予定で、あったが， 2008年後半の世界的金融市場恐慌の

あおりを受けて審議が引き延ばしとなり，このたび，やっと施行されることになったものである。

BilMoGによる商法典の現代化は，国際財務報告基準(IFRS) と同等であるがより簡素であり，

経費面でも適切な企業会計の代替案を提供することを目的とするが，現代化の中核ともいうべき

領域が金融商品会計である。本稿では，先に公表された BiIMoGの二つの草案(参事官草案およ

び政府草案)を対象とした前稿(J)に引き続き，ようやく施行となった BiIMoGそれゆえ改正商

法典における金融商品会計，中でも特にドイツ会計特有の評価単位によるヘッジ会計を中心に考

察する。

以下においては，まず，金融商品の時価評価に関わる新規定とその特徴を明らかにし，続いて

評価単位に関して新設された規定をもとに，評価単位によるヘッジ会計について考察する。

E 商法典の改正と金融商品の評価

金融商品の時価評価

商法典の改正により，金融商品の時価評価が導入された。これは BilMoG草案で予定されてい

たことであるが，その適用範囲が草案とはかなり異なるものとなった。すなわち，時価評価が信

用機関・金融サービス業(以下，信用機関等という。)の売買目的商品 (Handelsbestand)のみを

対象にすることになり，それに対し，一般事業会社への適用が見送られたのである ω。信用機関

等に対する特別規定としての商法典 340e条は，その 3項において次のように売買目的商品(売買

目的金融商品)の付すべき「時価」による評価を義務づける。
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商法典 340e条資産の評価

(3) 1売買目的金融商品は，付すべき時価からリスク相当額を控除して評価されなければな

らない。 2売買目的商品への分類変更はできない。 3同様のことは売買目的商品からの分類

変更についていえる。 4ただし，異常な状況，特に金融商品の売買可能性の重大な悪化によ

り，信用機関が売買の意図を放棄した場合を除く。 5売買目的金融商品は，事後的に評価単

位に組入れることができる。 6この場合，それらは評価単位完了の際にはふたたび売買目的

商品に分類変更しなければならない。

金融商品の時価評価は BilMoG草案では商法典第三編の中で規定され，法形態と業種を問わ

ず，すべての企業に適用される予定のもので、あった。しかし，改正商法典では，先般の金融市場

恐慌に鑑み，時価評価を信用機関等の売買目的商品に限定することとされたのである ω。

340e条による時価評価は，有価証券等の本源的金融商品だけでなく，売買目的デリパティブに

も適用される。その結果，これまでとは異なり，売買目的デリパティブを未決取引としてオフバ

ランス処理することはできなくなった (4)。

2 時価評価にともなう規定の見直し

(1) 実現原則と取得原価原則の解釈

BilMoG草案に対して限定的となったが，ともかく商法典で金融商品の時価評価が規定された。

それとともに，商法会計上の一般原則としての実現原則と取得原価原則が部分的に解釈され直す

ことになる。まず，商法典 252条 1項4号で規定される実現原則が，同 2項の離脱条項により，

売買目的商品については修正された形で適用されることになった。すなわち，販売により実現し

た収益(利益)のみに損益作用的計上を限定する従来の実現原則が，改正商法典においては売買

目的商品の「実現可能」利益を計上するために放棄されるのである。その結果，信用機関等が保

有する売買目的商品のすべての価値変動は，実現とは関係なく，損益計算書に計上されなければ

ならなくなった。これとともに，同 253条で規定される取得原価原則からの離脱も行われること

になる。これにより，取得原価はすべての資産評価の上限値ではなくなり，信用機関等の売買目

的商品はつねに付すべき時価で，場合によっては取得原価以上で査定されなければならなくなっ

た。

このように信用機関等の売買目的商品に時価評価が導入され，その限りにおいて商法典は IFRS

に接近したが，それでもなお IFRSとの聞には相違がある。商法典では「リスク相当額控除後J

の付すべき時価 (beizulegenderZeitwert abzuglich eines Risikoabschlags)で評価を行うとする点が

それである。これは特に慎重性の原則を配慮したものと考えられる。この場合，リスク相当額と

は実現可能利益が実現しない確率を反映するものである。それゆえ， リスク相当額は，例えばバ

リュー・アット・リスク法による企業の内部リスク管理にもとづき，金融数学を適用して決定さ

れることになろう(針。

(お時価評価と銀行リスク基金

売買目的商品の時価評価との関わりでは，商法典 340g条 1項に規定される「一般的銀行リスク

基金」の設定がある。
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商法典 340g条 一般的銀行リスクに対する特別項目

(1) 信用機関は，営業部門の特別のリスクにより商人の合理的判断に従い必要な場合には，

一般的銀行リスクのヘッジのため，貸借対照表の貸方側に特別項目「一般的銀行リスク基

金」を設定することができる。

一般的銀行リスク基金 (Fonds白rallgemeine Bankrisiken) は，銀行業務にともなって発生する

リスク全般に備えて設定される準備金であり，売買目的商品の時価評価による未実現収益も対象

となる。すなわち，同 340e条4項 1文によれば，当リスク基金は売買目的商品から純収益が稼得

される各事業年度において当該純収益の 10%以上として計上され，貸借対照表で区分表示されな

ければならない。基金の積立ては過去5年間に稼得された売買目的商品の年間純収益平均の 50%

に達するまで行われ，次の場合にのみ，その取崩しが認められる(同 4項2文)。

① 売買目的商品の純損失の相殺

② 積立上限額の超過

一般的銀行リスク基金は慎重性の観点から配当規制を図るものと考えられるが，当基金は売買

目的商品の時価評価による未実現利益だけでなく，実現利益をも対象とする。言い換えれば，将

来生ずるかもしれない損失を相殺するため，売買目的商品からの純収益の 10%以上という形で，

実現利益を合め一括計上するものであるが，そのような実現利益をも合む売買目的商品からの純

収益をヘツジ目的の準備金に組入れることは，当基金設定の趣旨からみて根拠づけに無理がある

ように思われる。その趣旨からは，当リスク基金は未実現利益のみに基づいて計上することが本

筋と考えられるからである (6)。

倍) 時価評価と分類変更

改正商法典においては，付すべき時価による評価は信用機関等の売買目的商品に限定される。

商法典 340c条 1項の理由説明によると，売買目的商品には，デリバティブ，短期的に発行・償還

される債務証書および外国為替を合むすべての金融商品，ならびにトレーディング損益

(Eige凶landelserfolg) を目的として売買される貴金属が含まれる。また， トレーディング損益を

ヘツジするためのヘッジ取引も売買目的商品に合められ，時価評価の対象となる(7)。

商法典 340e条 3項2文および3文によれば，売買目的商品への分類変更または売買目的商品

から他への分類変更は認められない。しかし，同 4文に示されるように，異常な状況，特に金融

商品の売買可能性の重大な悪化により，信用機関が売買意図を放棄したときは，売買目的商品か

らの分類変更が可能である。この離脱条項が意図しているのは，例えば，先般の金融市場危機の

ような市場の混乱時における企業の対応を保証することである。この場合，単なる相場変動によ

る価格下落は金融商品の売買可能性を損なうものではなく，それゆえ，通常の場合における売買

目的商品からの分類変更は認められない (8)。特に利益操作のために分類変更してはならないこと

はいうまでもない。それに対し，ヘツジのために売買目的金融商品を事後的に評価単位に組入れ

ることが可能とされた(同 5文)。

売買目的商品の分類変更はすべて文書化されなければならないが，さらに，改正信用機関会計

法 35条 1項 6b号により，すべての分類変更は付属説明書においてその理由等を記載しなければ

ならなくなった。特に売買意図の放棄による分類変更の場合，放棄するに至った異常な状況が説

明されなければならない。分類変更により企業の年度利益に生じる影響額を明らかにすることも
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必要とされる(針。

信用機関会計法 35条追加的な義務記載

6b 分類変更の場合，その理由，分類変更された売買目的金融商品の金額および分類変更が

年度損益に及ぼす影響額，ならびに売買意図の放棄による分類変更の場合はそれを正当化

する異常な状況。

(剖時価と評価モデル

商法典 255条4項 1文および2文によれば，付すべき時価は活発な市場で決定される取引価格

または市場価格に一致する。また，その理由説明によると，市場価格はそれが取引所，取引人，

ブローカー，業界，価格計算サービスまたは監督当局によって容易かつ定期的に入手でき，また

それが独立の第三者間で活発かっ定期的に行われる市場取引に依拠している場合，活発な市場の

価格とみなされる(10)。

商法典 255条評価尺度

は) 1付すべき時価は市場価格に一致する。 2市場価格が決定される活発な市場が存在しない

場合，付すべき時価は一般的に認知された評価方法によって決定しなければならな

い。 3付すべき時価が l文または 2文によって決定されない場合， 253条4項による取得原

価または製造原価で繰越さなければならない。 4以前に 1文または 2文によって決定され

た付すべき時価は 3文の意味における取得原価または製造原価とみなされる。

公開市場の取引所価格または市場価格の存在が付すべき時価の最善の客観的指標である。上場

による市場価格が基準であり，例えば，発行済株式に対して流通している株式数が相対的に少な

く，売買が小規模で、あったり，または小規模市場でなんら活発な市場価格が形成できていない場

合，活発な市場とはいえない(1J)。

活発な市場が存在しない場合，付すべき時価は認知された評価方法によって決定されなければ

ならない(同 255条4項2文)。評価モデ、ルを利用する場合，モデ、ルの形成，特にモデ、ルに挿入さ

れる変数(要因)の決定が重要となる。この点について商法典ではなんら言及されていないが，

評価モデ、ルによって決定された実現可能利益をもとに分配が可能であることを考えれば，モデル

の形成はきわめて重要な問題である(口)。

市場が不活発な場合の付すべき時価の決定においては，特に割引キャッシュフロー (DCF)モ

デ、ルが利用される。 DCFモデ、ルによって将来キャッシュフローを予測し，経過時間やリスクに応

じた割引率を用いて現在価値に割引計算して，付すべき時価が決定される。この場合，特にリス

クフリーの金利，信用リスクプレミアムおよび流動性リスクプレミアムといった要因による適切

な割引率の決定が特に重要となる(日)。市場価格が存在せず，評価モデ、ルによる時価の決定も不

可能な場合は，取得原価によって会計処理が行われなければならない(同 3文)。

なお，商法典 255条4項は，信用機関等の売買目的商品だけでなく，それが評価尺度とされる

すべての貸借対照表項目の付すべき時価を決定するために適用される原則規定である。その意味
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で当規定は，例えば，退職給付債務のための積立資産，商法典246条 2項2文の意味における長

期債務および同 253条 1項3文の意味における確定給付型退職給付債務にも適用される(14)。

E 改正商法典とヘッジ会計

1 評価単位規定の新設

へッジ会計のための評価単位 (BewertungseinheiUの形成が，商法典において次のように規定さ

れた。

商法典254条評価単位の形成

l資産，負債，未決取引または高い確率で期待される取引が，類似のリスクの発生により

生じた逆方向の価値変動またはキャッシュフローを相殺する目的で金融商品と一体化される

とき(評価単位)，逆方向の価値変動またはキャッシュフローが相殺される金額と期間におい

て， 249条 l項， 252条 1項 3号と 4号， 253条 l項 1文および256a条を適用してはならな

い。 21文の意味における金融商品には，商品の仕入れまたは販売に係る先物取引も該当す

る。

すでに正規の簿記の諸原則 (GoB) として認知され (ω，税法上も基準性原則(所得税法 5条

la項)の適用対象とされた評価単位による会計処理が，ここにはじめて法的根拠を与えられたの

である。条文化により，これまで以上に確実で信頼できる基礎に立ってこのようなヘッジ会計が

実施できることは，おおいに歓迎されるべきことといえよう。

上掲 254条 1文において， 249条 1項は予想損失引当金の設定， 252条 1項 3号と 4号は個別評

価原則と実現原則， 253条 1項 1文は取得原価原則， 256a条は外貨換算をそれぞれ規定している。

すなわち，同条文は，企業がヘッジ対象(基礎取引)とへッジ手段(ヘッジ取引)に生じたそれ

ぞれ逆方向の価値変動等(損失と利益)を相殺するために評価単位を形成するときは，商法会計

上の一般原則を適用除外とするものである。

商法典254条は， BilMoG草案(凶)に対して修正がなされている。このような修正が行われた

のは，評価単位の規定をより会計実務や評価単位の目的に合致させるためである(l7)。すなわち，

草案では評価単位における基礎取引とヘッジ取引の逆方向の価値変動等またはそのリスクの発生

の「回避Jが意図されていたのに対し，改正商法典においては，逆方向の価値変動等をそれらが

実際に生じた金額と期間において「相殺」することと明確に規定されたのである。

BiIMoG参事官草案 (2007年 11月)

商法典254条評価単位の形成

資産，負債，未決取引またはきわめて高い確率で予定される取引が，類似のリスクによ

る逆方向の価値変動またはキャッシュフローの相殺目的で明確に一体化されるとき(評価

単位)，逆方向の価値変動またはキャッシュフローが回避される限りにおいて， 249条およ

び253条を適用してはならない。

BilMoG政府草案(2008年 7月)

商法典254条評価単位の形成
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資産，負債，未決取引または高い確率で予定される取引が，金利リスク，通貨リスクお

よび債務不履行リスクまたは同様のリスクのヘッジ目的で金融商品と一体化されるとき

(評価単位)，ヘッジされたリスクの発生が相殺される限りにおいて， 249条 l項， 252条

l項 3号と 4号， 253条 1項 1文および 256a条を適用しではならない。

254条は商法典第三編ですべての商人に適用される規定として条文化されており，それゆえ，

法的形態や業種に関わりなく，すべての企業に適用される。また， 254条は次のように 285条 23

号によって補完され，附属説明書で評価単位について広範な記載を行うことが義務づけられる。

商法典285条 その他の義務記載

さらに，附属説明書では以下の事項が記載されなければならない。

23. 254条を適用した場合，

a)ヘッジのために評価単位に含められる個々の資産，負債，未決取引および高い確率で

予定される取引の金額， リスクの種類ならびに評価単位によりヘッジが行われるリスク

の金額，

b)ヘッジが行われる個々のリスクについて，その理由，金額および逆方向の価値変動ま

たはキャッシュフローが将来的に相殺されることが予想される期間，計算方法，

c)評価単位に含められる高い確率で予定される取引の説明。ただし，状況報告書に記載

が行われる場合を除く。

このように，企業は評価単位を形成する場合，評価単位を構成する個々の基礎取引とヘッジ取

引の金額，ヘッジするリスクの種類と金額， リスクの発生理由，金額，ヘッジが行われる期間お

よび計算方法ならびに予定取引について，附属説明書でより詳細に記載しなければならない。

2 評価単位によるヘッジ会計

(1) 評価単位の会計処理

商法典 254条は，ヘッジすべき基礎取引が，類似のリスクの発生による逆方向の価値変動また

はキャッシュフロー(以下，価値変動とよぶ。)を相殺するため，金融商品すなわちヘッジ取引と

一体化されるときは，基礎取引とヘッジ取引の逆方向の価値変動が相殺される金額と期間におい

て商法会計の一般原則を適用しないこととする。

同規定によれば，基礎取引は特に金融商品に限定されないのに対し，ヘッジ取引は金融商品に

限定される。その場合，商品の仕入れまたは販売に係る先物取引も金融商品とみなされる(同 2

文)。それゆえ，一般的に行われている商品先物取引による商品の仕入れや販売取引についての

ヘッジ活動も，この規定により評価単位として形成することが可能となる。

評価単位において基礎取引とヘッジ取引(デリバティブ)に生じた逆方向の価値変動，すなわ

ち損失と利益は，その期間において同額で相殺される。それに対し，それぞれの価値変動で相殺

されずに残った部分については，非有効(非実効的)部分として不均等原則が適用され，損失が

残った(超過した)場合は損益作用的に予想損失引当金の設定(または商法典 253条の減額記入)

が行われるが，それに対し，利益超過の場合はなんら考慮されない。言い換えれば，評価単位自
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体に対しては，つねに商法会計の一般原則を適用して会計処理がなされることになる。

(2) 評価単位の記帳法

改正商法典においては，その理由説明を合め，評価単位の記帳法についてなんら言及がなされ

ていない。評価単位の記帳法として， BilMoG政府草案では価額固定法 (Einfrierungsmethode) と

価額修正法 (Durchbuchungsmethode)が取り上げられていた(凶)。価額固定法においては，基礎取

引とヘッジ取引はいずれも評価単位の完了まで取得原価を上限として計上され，それぞれの価値

変動は帳簿外で相殺され，相殺されなかった部分については，不均等原則により，損失超過の場

合にのみ損益作用的処理をする。それに対して価額修正法では，基礎取引とヘッジ取引は決算日

において付すべき時価で表示され，それぞれの価値変動も損益計算書に計上される。ただし，不

均等原則の適用により，価値変動の相殺後に利益超過が生じる場合はそれを考慮しない(19)。

価額修正法は，不均等原則による制約を受けるものの，基礎取引とヘッジ取引の価値変動を決

算書に反映させて評価単位の透明性を高めるという利点があるが，しかし，実際的な問題点もあ

る。すなわち，ヘッジ方法としてミクロヘッジ，マクロヘッジおよびポートフォリオヘッジが考

えられるが，マクロヘッジまたはポートフォリオヘッジが行われる場合，評価単位を構成する

個々の要素について価額修正を行うことがきわめて難しいという問題がそれである。これができ

なければ，評価単位の各要素について価額修正を行うことができない。これができない場合，そ

の価値変動をなんらかの形で一括表示するしか方法がないと思われるが (2へいずれにせよ，価

額修正を行う方法について商法典はなんら言及していない。

(3) 予定評価単位の形成

すでに実務で行われている予定取引のヘッジも，商法典 254条ではじめて評価単位(予定評価

単位)として明記された。しかし，同規定やその理由説明において，予定評価単位の会計処理に

関する言及はなんらみられない。

予定評価単位の場合，その性格上，通常の評価単位以上に根拠づけに厳格な要請が行われるこ

とになろう。予定評価単位の形成は，条文から明らかなように，基礎取引としての予定取引が高

い確率で実施されることが前提となる。そのためには，決算日において予定取引が「高い確率J

で実施されることが第三者(監査人)によって確証され (2九また予定取引が説得力ある理由と

ともに附属説明書で記載されることが必要である(同 285条 23項 c)。

予定評価単位に対しても，通常の評価単位の場合同様，商法会計の一般原則が適用される。す

なわち，不均等原則により，基礎取引とヘッジ取引に生じる未実現損失が未実現利益を超過した

場合にのみ損益作用的処理が行われ，利益超過の場合は考慮されない。

なお，予定評価単位の場合，ヘッジ取引の価値変動は副帳簿で記帳されることになる。たとえ

評価単位に損失超過が予想され，それゆえ予想損失引当金が設定されるとしても，ヘッジ取引の

価値変動は計上されない。予定取引が実施されたときにはじめて基礎取引の計上が行われ，それ

とともに，副帳簿に記帳されていたヘッジ取引の価値変動が損益作用的に計上されることにな

る (22)。

体) 評価単位の有効性

企業は評価単位を構成する基礎取引とへッジ取引の逆方向の価値変動が決算日または将来的に
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相殺されるかどうか，また相殺される場合はそれがどの程度であるかを決定しなければならな

い。しかし，商法典では，その理由説明を合め，価値変動の相殺が有効とされる範囲(幅)につ

いてなんら言及されていない ω。この場合，評価単位の有効性を決定する方法の適用は企業に

任される (24)。企業は，基礎取引とヘッジ取引の種類や金額に相応しい適切なリスク管理システ

ムにもとづき，評価単位の有効性を決定することになろう(却。

決算において，形成された評価単位の基礎取引とヘッジ取引の損失と利益が同額で相殺され，

相殺後に残った部分(非有効部分)については不均等原則が適用されて，損失超過の場合にのみ

損益作用的処理が行われる。

信) 評価単位への事後的組入れ

金融商品は保有目的に応じて会計処理が行われ，それゆえ，当初，売買目的で保有する金融商

品を事後的に他に分類変更することが固く禁じられた。それに対して様々な批判があり，その結

果，改正商法典で、は特別な場合に限って分類変更が可能となり (340e条 3項4文)，同時に売買

目的金融商品を評価単位に組入れることも可能とされた(同 5文)。かくして，信用機関等で一般

的に行われている売買目的金融商品を事後的に評価単位に合めることが，法的にはじめて容認さ

れたのである。この場合，評価単位が完了した後は，必ずもとの売買目的商品に振戻さなければ

ならない。なお，この規定は信用機関等にのみ適用され，他の業種には適用されない。

3 評価単位によるヘッジ会計の特徴

(1) 評価単位の記帳法

評価単位の形成が商法典で条文化されたにもかかわらず，その記帳法についてはなんら言及が

ない。既述のように，評価単位の記帳法として価額固定法と価額修正法の二つが考えられる。

価額固定法のもとでは，評価単位を構成する基礎取引とヘッジ取引の価額は固定され，価値変

動は計上されない。この場合，それぞれに生じた価値変動は決算日において帳簿外で相殺され，

相殺されずに残った部分については不均等原則が適用されて，損失超過の場合にのみ，それを予

想損失引当金を通じて損益作用的に処理をし，利益超過となった場合は考慮しない。なお，予想、

損失引当金を設定せず，減額記入を行う場合にのみ，基礎取引の下方修正が行われる。

他方，価額修正法においては，基礎取引とヘッジ取引に生じた価値変動は，不均等原則の制約

のもと，損益作用的に処理される。すなわち，それぞれに生じた損失と利益は，損失額を上限と

して，損失または利益として計上される。それらは損益計算書上で相殺され，その結果，損失超

過のみが損益作用的となる。貸借対照表においても，基礎取引とヘッジ取引の価額は損失額を上

限として修正される。価額修正法でも損失超過の場合にのみ損益作用的処理が行われるのは，価

額固定法と同様である。

価額固定法，価額修正法のいずれにおいても，ミクロヘッジの場合，基礎取引とヘッジ取引の

価値変動の対応づけは容易である。しかし，既述のように，マクロヘッジまたはポートフォリオ

ヘッジの場合，価額修正法においては，価値変動の相殺後に残った部分，すなわち損失超過を評

価単位の構成要素にいかに配分するかが問題となる。このような超過部分を基礎取引またはヘツ

ジ取引に配分することは，通常，不可能と思われる。ポートフォリオの価値変動をそれを構成す

る各要素に配分することはきわめて困難であるからである (26)。

また，ポートフォリオヘッジの場合，商法典254条が規定するように，基礎取引とヘッジ取引
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の価値変動の相殺を，それらが相殺される期間に限定することは，実際的に無理があるように思

われる。なぜなら，例えば予定評価単位の場合，基礎取引とヘッジ取引の対応づけが期間を越え

て行われることも考えられるからである (27)

(2) 有効性の証明

商法典254条の理由説明によると，企業は評価単位を形成する場合，基礎取引とヘッジ取引の

価値変動が決算日または将来的に相殺されるかどうか，相殺される場合はそれがどの程度である

かを積極的に決定しなければならない(刻。この要請は同 285条 23号bによる付属説明書の記載

にまで及んでいる。すなわち，企業は付属説明書で，評価単位を構成する各取引の金額，ヘッジ

を行うリスクの種類と金額， リスクが発生する理由，ヘッジを行う期間および金額の計算方法，

ならびに予定取引について詳細に記載しなければならない。

それに対し，評価単位の有効性を定める範囲については， BiIMoG政府草案や IFRSと異なり，

改正商法典は特に規定していない。むしろ，有効性の範囲は商法典にとって無意味であるとすら

考えている(到。商法典が評価単位の有効性の範囲を規定しないのは，当然の帰結と思われる。

なぜなら，基礎取引とヘッジ取引の価値変動が相殺された後，相殺されずに残った部分はすべて

非有効部分として会計処理されるからである。すなわち，評価単位における損失が利益を超過し

た場合，当該損失超過は損益作用的に処理されるが，逆の場合(利益超過)は考慮されない。こ

のようにして，評価単位において基礎取引とヘッジ取引の損失と利益が同額で相殺され，相殺さ

れなかった部分は非有効部分として不均等原則によって会計処理が行われる結果，評価単位の有

効性は互いに対応する損失と利益の相殺という形で暗黙のうちに証明されることとなる (30)。

(3) IFRSと商法典の相違

基礎取引とヘッジ取引の価値変動の相殺後に利益超過が生じる場合， IFRSと商法典との聞に

会計処理上の相違が生じる。表 1は，価値変動リスクをヘッジした際に生じる IFRSと商法典と

の相違を示したものである (3I)。ここでは，基礎取引に-10，ヘッジ取引に+11の価値変動が経

済的に発生したものと想定されている。

表 IFRSと商法典による評価単位の会計処理

経済的実態 会計処理

基礎取引 -10 -10 
IFRS 

ヘッジ取引 +11 +11 

商法典
基礎取引 -10 -10 

ヘッジ取引 +11 +10 

この場合， IFRSによれば，価値変動によるヘッジ取引の利益+11は全額が損益作用的に処理

される。それに対し，基礎取引は価値変動によって損失-10が計上され，ヘッジ取引に生じた利

益と相殺される結果，価値変動の差として利益+1が生じる。

他方，商法典による場合，基礎取引とヘッジ取引の価値変動は損失ー 10を上限として相殺され

る。相殺されずに残った部分(ヘッジ取引の+1 )は，不均等原則により利益超過として考慮外
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とされる。

以上のように，評価単位自体について利益超過が生じた場合， IFRSと商法典との聞に相違が生

じるのであるが，これは，事例とは逆に基礎取引に利益(+11)，ヘッジ取引に損失(ー 10)が

生じた場合においても同様である。この場合， IFRSによると，基礎取引は利益の全額(+11) 

で修正されるのに対し，商法典の場合は利益超過(+1 )は考慮されない。かくして， IFRSと商

法典は，基礎取引とヘッジ取引の価値変動から損失超過が生じた場合にのみ，会計処理が一致す

る。

評価単位によるヘッジ会計は，基礎取引とヘッジ取引の価値変動(損失と利益)の相殺が損失

を上限値として行われるという制約があるものの(不均等原則)，それぞれに生じた価値変動を当

該期間中に相殺してヘッジ活動の成果を決算書に反映させようとするものであり，基本的に時価

ヘッジ会計に属するといえる。その意味において，商法典 254条による評価単位の新規定は，企

業に IFRSと同等のヘッジ会計を法的に保証するものとして評価できると考えられる。

N おわりに

本稿での考察を要約すれば，以下のとおりである。

(1) 施行となった BilMoGそれゆえ改正商法典において金融商品の時価評価が導入されたが，そ

の適用が BilMoG草案に対してかなり限定的なものになった。すなわち，金融商品の時価評価

が信用機関・金融サービス業の保有する売買目的商品にのみ適用されることとなり，一般事業

会社への適用は見送られた。

(2) 時価評価の導入とともに，実現原則と取得原価原則の解釈が部分的に見直されることになっ

た。販売により実現した収益(利益)に損益作用的計上を限定する従来の実現原則は，売買目

的商品の「実現可能」利益の計上のために放棄され，それとともに売買目的商品はつねに付す

べき時価で，場合によっては取得原価以上で査定しなければならなくなった。

(3) すでに実務や税法上で認知されている評価単位によるヘッジ会計が改正商法典ではじめて条

文化された。このヘッジ会計においては，基礎取引とヘッジ取引を一つの評価単位とみなして，

それぞれに生じた逆方向の価値変動すなわち損失と利益を相殺し，相殺されずに残った部分に

ついては不均等原則により，損失超過の場合にのみ損益作用的に処理をする。

は) 評価単位によるヘッジ会計は，期間中に生じた基礎取引とヘッジ取引の価値変動を相殺する

形で当該期間のヘッジ活動を決算書に反映させようとするものであり，その意味で時価ヘッジ

会計に属すると考えられる。それゆえ，商法典における評価単位の新規定は， IFRSと同等の

ヘッジ会計を法的に保証するものと評価することができる。

(5) 評価単位によるヘッジ会計は，一方で商法会計の基本的枠組を維持しながら，他方で IFRS

と同等の時価ヘッジを取り入れることにより，経済的実態に合致したヘッジ活動の成果を決算

書に反映させるものとして，独自性を有している。

BilMoGの施行それゆえ商法典の改正により，長年に及んだドイツ会計法改革の論議にひとま

ず決着がついた。世界的な金融市場危機の影響を受けながらも， ドイツ会計法は BilMoGによっ

て現代化され，それにより IFRSと同等であるがより簡素で、あり，経費面でも適切な企業会計の

代替案が提供されることになった。しかし，これで， ドイツ会計それゆえ金融商品の評価やヘッ
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ジ会計の改革が完了したわけではない。例えば，時価評価の適用が信用機関等の売買目的商品に

限定されており，その限り，一般事業会社の外部報告会計の透明性は改善されていない。また，

ヘッジ会計における価額修正法の処理方法や予定評価単位の会計処理等について，その具体化の

ための一層の検討が必要と思われる。引き続き， IFRSへの対応を合め，ドイツ会計の今後の展開

を注視しなければならない。
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